
 

 

 

 
*1 以下、高齢者雇用政策を巡る状況は 柳澤武(2016)「高齢者雇用の法政策」『日本労働研究雑誌』No.674 に、高齢者

雇用政策の整理は 松浦民恵(2012)「高年齢者雇用安定法改正案と今後の課題」『ニッセイ年金ストラテジー』Vol.193 に、
年金制度改正の整理は 中嶋邦夫(2013)「支給開始年齢を巡る経緯と展望」『保険年金フォーカス』2013-08-06 等に依拠。 
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1 ――― 先月までの動き 

 年金部会では、高齢期の就労と年金について事務局から説明があり、年金制度の対応の方向性など

が議論されました。引き続き、高齢者の働き方の多様性や就労拡大などについて議論が行われます。

また、年金事業管理部会では、改善措置の実施状況の報告がありました。また、次期中期計画の策定

に向けて、現在の取組状況および今後の課題について説明が行われました。 

 
○社会保障審議会  年金部会 

10月10日(第5回) 雇用の変容と年金(主として高齢期の就労と年金に関して)、その他 

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00003.html (配布資料) 

 

○社会保障審議会  年金事業管理部会 

10月17日(第39回)  業務運営に係る改善措置の実施状況、次期中期計画の策定に向けて 

 URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213396_00002.html (配布資料) 
 

2 ――― ポイント解説：高齢者就労と公的年金の関係 

 先月の年金部会では、高齢期の就労と公的年金の関係が話題になりました。本稿では、両者を巡る

これまでの経緯と現状、今後の方向性や課題を確認します。 

1｜経緯：高齢者雇用政策よりも、公的年金の支給開始年齢の引き上げが先行 

 過去の高齢期の就労と公的年金の関係を大雑把に

見れば、支給開始年齢の引き上げが先行し、それを

追いかける形で高齢者の雇用が企業に求められて

いった、という動きの繰り返しでした。 

 戦後の1954年に行われた厚生年金の全面改正では、

55歳定年がようやく定着した時期に、支給開始年齢

の60歳への引き上げが決まりました。改正直後は好

景気を背景に大きな問題になりませんでしたが*1、

図表１ 高齢者雇用政策と年金制度改正の経緯 

(年金) 
1942年 
1944年 
1954年 

(※以下、年金の年齢は支給開始年齢を指す) 
労働者年金法創設。男性55歳(女性は対象外)。 
厚生年金法創設。男女とも55歳。 
男性を60歳化(1957～1973年に実施)。 

(雇用) 
1971年 
1974年 
1976年 

 
中高年者雇用率の設定(45歳以上・努力義務) 
定年延長助成金制度(中小企業) 
高年齢者雇用率の設定(55歳以上・努力義務) 

1980年 厚生省が男性65歳、女性60歳化の検討規定
を法案化するが、労使の反対で国会で削除。 
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*2 想定との大幅なずれは厚生労働省の推計方法も一因になっている、という指摘もある（吉田周平・木村真(2018)「財

政検証の見通しと実績値との乖離の要因分析」日本年金学会報告）。 
*3 支給開始年齢を引き上げて繰り上げ受給(早期受給)を認めることと、支給開始年齢を据え置いて繰り下げ受給(受給

延期)を勧めることとは、基本的には同様の政策。しかし、これまでのメディア等の反応を踏まえれば(前掲 中嶋(20
13))、後者の方が人々に受け入れられやすいと考えられる。 

*4 現在は基礎年金と厚生年金を別に繰り下げ可能だが、スウェーデンでは年金額の４分の１単位で受給開始を選択可能。 
*5 加えて、在職老齢年金の対象になる点や遺族年金には割増率が反映されない点も、再確認や周知が必要。 
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将来を見据えた高齢者就労の促進に向けて、高齢者

雇用率の目標が設定されました。また、1985年の年

金改革で受給要件から退職が除かれた後は、定年を

基軸とした高齢者雇用政策が行われました。その後、

1994年と2000年の年金改革で支給開始年齢の65歳へ

の引き上げが決定され、実施に伴う影響をカバーす

る形で65歳までの継続雇用策が進められました。 

2｜現状：高齢者雇用政策が、高齢者就労を牽引 

 高齢者の就業率の推移は、雇用政策と連動してい

ます。55～59歳は60歳定年の努力義務化(1986年)や

好景気、60～64歳は65歳までの雇用確保措置の努力

義務化(2000年)を期に上昇しました。さらに、政策

の対象外である65～69歳も近年上昇しています。 

 その結果、公的年金の加入者のうち、60代の会社

員が大幅に増えており、当初の想定を上回っていま

す*2。この増加傾向は、男性の支給開始年齢の引き

上げが完了する2025年まで続くと予想されます。 

3｜今後：就労促進先行に合わせた 諸制度の再検討 

 支給開始年齢の引き上げは年金財政のため、とよ

く言われますが、改正当時の年金財政の仕組みを踏

まえれば、具体的には将来の企業や従業員の保険料

負担を抑えるため、と言えます。しかし、2004年の

年金改革で将来の保険料を固定することになったた

め、将来の保険料負担を抑えるための支給開始年齢

引き上げは不要になりました。そのため現在は、支

給開始年齢を65歳に据え置いたままで高齢者就労を

促進する方策が、議論の中心となっています*3。 

 このように、従来とは逆に高齢者の就労促進を先

行させる場合、繰り下げ受給(受給延期）や在職老齢

年金、私的年金など既存の諸制度を再確認・再検討する必要があるでしょう。例えば繰り下げ受給は、

部分的な繰り下げを改善すれば*4、健康状態等に応じた、就労と年金の柔軟な組合せが可能になりま

す*5。在職老齢年金は、現在は厚生年金が適用される働き方をした場合にだけ減額の対象になります

が、不公平が少ない形への発展的な見直しが期待されます。また私的年金には、掛金の拠出が60歳や

65歳までに限定されているものがあるため、その緩和が望まれます。 

(つづき) 

(年金) 
1985年 
 

 
本則は65歳化し、60代前半は特別支給化。 
女性を60歳化(1987～2000年に実施)。 

(雇用) 
1986年 

 
60歳定年が努力義務化 

1989年 厚生省が男女とも65歳化を法案に盛り込んだ
が、国会で削除。 

1990年 65歳までの再雇用推進の努力義務化 

1994年 定額部分を男女とも65歳化(男性は2001～
2013年、女性は2006～2018年に実施)。 

1994年 
1995年 

60歳定年の義務化(1988年実施) 
高年齢雇用継続給付金 創設 

2000年 
 
(2004年) 

報酬比例部分を男女とも65歳化(男性は2013
～2025年、女性は2018～2030年に実施)。 
(財政方式を保険料水準固定方式に変更) 

2000年 
2004年 
 

2012年 

65歳までの雇用確保措置の努力義務化 
65歳までの雇用確保措置の、支給開始年齢引
上げに合わせた段階的義務化(2006年実施) 
65歳までの希望者全員の継続雇用の義務化 
(2013年に実施) 

 

図表２ 就業率の推移(男性)  

 
(資料) 労働力調査(長期時系列) 

 

図表３ 公的年金加入者数の推移  

 
(注１) 見通しは 2014年財政検証の労働参加が進むケース。 
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%
50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

公的年金加入者 (万人) うち60代の会社員 厚生年金(会社員)

見通し 実績 差 見通 実績 差

2013 6657 6718 +61 344 363 +19

2014 6614 6713 +99 343 378 +34

2015 6572 6712 +140 345 398 +52

2016 6540 6731 +191 349 428 +79
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